原疾患担当医による説明文書

原疾患（　　　　　　　　　　　　　　　　）に対してこれから行う治療は、卵巣や精巣　機能の廃絶や高度の障害によって将来の妊孕性喪失（子供をつくることが出来ない）をもたらす可能性があります。
この問題に対して、妊孕性温存療法を残すことが可能となってきています。精子では直ちに、しかし卵子を採取するには２～３週間、卵巣採取には１週間程度の治療の遅れが発生します。この治療開始の遅れが原疾患の進展に及ぼす影響は、







と、思われます。

具体的な妊孕性温存療法の方法や成績、さらには治療にかかる金銭等については、この　生殖医療を行っている山口県立総合医療センターの生殖医療科：アイテムを選択してください。 医師を紹介します。不安等があれば、カウンセリングも受けられます。

また、原疾患の治療が終了し、全身状態が妊娠許可基準に達した後は、その旨を示す報告書をお渡し致します。

説明日：　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

説明した医師：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医療施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上記の説明を受け、十分に理解しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

説明を受けた方：　ご本人　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

ご家族：父母、配偶者
　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
